
平成２２年度 中小企業のための沖縄県制度金融のご案内

中小企業者の皆様へのお知らせ
融 資 条 件 等 融資 限 度 額 融 資 期間 融 資

／ 融 資 対象 利 率 保証 料 率
資 金 名 単 位 万 円 （据 置 期間 ） 固 定
短 期 一 般 短 期 的 な 運 転 資 金 を 必 要 と 1 . 5 0 % 以 内 で
運 転 貸 付 す る中 小 企 業 者 運 転 の み 裏 面 一 覧表 に
資 金 1,000 １ 年 2.30% 定 め る 率

売 掛 債 他 の 事 業 者 等 に 売 掛 債 権 を
権 担 保 有 する 中 小 企 業者 運 転 の み 0.43%
貸 付 3,000

小 規 一般 従 業員 20人 以 下の 企業 1 . 4 5 % 以 内 で
事 模 企 貸付 (商 業 ･ｻｰﾋﾞｽ業 は５ 人 以 下 ) 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 ･５ 年 (6ｶ月) 2.55% 裏 面 一 覧 表 に

業 対 1,250 設 ･７ 年 (1年 ) 定 め る 率
策 資 特別 中 小 企 業 信 用 保 険 法 に 規 定

業 金 小口 す る 特 別 小 口 保 険 該 当 者 に 2.35% 0.60%
貸付 対 する 無 担 保 無保 証人 制 度

小 口 零 細 従 業 員 20人 以 下 の 企 業 で 、 運 転 ・ 設 備併 せ て 1 . 7 5 % 以 内 で
歴 企 業 資 金 既 存 の 保 証 協 会 の 保 証 付 融 運 ･５ 年 (6ｶ月) 2.35% 裏 面 一 覧 表 に

資 残 高 と の 合 計 が 1 , 2 5 0万 既 存 の 保 証 協 会 の 保 設 ･７ 年 (1年 ) 定 め る 率
円 以下 の 小 規 模企 業者 証 付 融 資 残 高 と の 合

が (商 業 ･ｻｰﾋﾞｽ業 は５ 人 以 下 ) 計 で 1,250
経営 振 興 資金 経 営 の 近 代 化 、 合 理 化 を 図 運 転 ・ 設 備併 せ て 1 . 5 0 % 以 内 で

る 中小 企 業 者 、協 同組 合 等 8,000 運 ･５ 年 (6ｶ月) 2.60% 裏 面 一 覧表 に
１ (運 転 3,000) 設 ･７ 年 (1年 ) 定 め る 率

(設 備 5,000)
新 事 業 分 野 事 業 転 換 や 多 角 化 に よ り 新 ・ 事 業 転 換の 場 合 1 . 4 0 % 以 内 で

年 進 出 資 金 た な 事 業 分 野 に 進 出 す る 中 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 ･７ 年 (1年 ) 裏 面 一 覧表 に
小 企業 者 、 協 同組 合等 10,000 設 ･10年 (1年 ) 定 め る 率

（ 運 3,000、設 7,000) 2.45%
以 ・ 多 角 化 の場 合

運 転 ・ 設 備併 せ て
7,000

上 (運 2,000、設 5,000)
雇 用 創 出 事 業 拡 大 や 多 角 化 計 画 に 基 1 . 4 5 % 以 内 で
促 進 資 金 づ き 、 新 た に 常 時 使 用 す る 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 ･７ 年 (1年 ) 2.45% 裏 面 一 覧 表 に

の 従 業 員 を １ 名 以 上 雇 い 入 れ 8,000 設 ･10年 (1年 ) 定 め る 率
よ う と す る 中 小 企 業 者 、 協 (運 転 3,000)
同 組合 等 (設 備 5,000)

事 商 工業 関 係 組 合及 び構 成 企 1組 合 当た り 1 . 4 5 % 以 内 で
一 般 業 共 同 事 業 資 金 5,000 運 ･５ 年 (6ｶ月) 裏 面 一 覧 表 に

組 織 貸 付 転 貸 資 金 30,000 設 ･７ 年 (1年 ) 定 め る 率
業 強 化 (※ １ 転貸 先 3,000)

育 成 緊 急 売 上 の 減 少 等 に よ り 資 金 繰 1組 合 員当 たり 3,000 2.15%
資 金 貸 付 り が 厳 し く な っ て い る 商 工 運 ･５ 年 (6ｶ月) 0.55%

業 関係 組 合 及 び構 成企 業 ※ 転 貸 資 金 は 一 般 貸
付 の み

観 光 リゾ ー ト 県 内 に お い て 観 光 関 連 の 事 運 転 ・ 設 備併 せ て 1 . 4 0 % 以 内 で
者 振 興 資 金 業 を 営 み 地 域 の 観 光 の 振 興 15,000 運 ･７ 年 (1年 ) 2.45% 裏 面 一 覧表 に

に 寄 与 す る 中 小 企 業 者 、 協 (運 転 5,000) 設 ･10年 (1年 ) 定 め る 率
同 組合 等 (設 備 10,000) た だ し 、 中 小

中 小 企 業 売 上 の 減 少 等 に よ り 資 金 繰 対 象 1 , 2 企 業 セ ー フ テ
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 り が 厳 し く な っ て い る 中 小 運 転 の み ５年 (1年 ) は 、 ィ ネ ッ ト 資 金

企 業者 、 協 同 組合 等 2,000 2.50% の う ち 、 中 小
緊 急 保 証 適 用 対 象 3は 企 業 信 用 保 険
に つい て は 2.30% 法 第 ２ 条第 ４
１ ０年（ ２ 年） 但 し 5 年 超 項 第 ３ 号 、 第
※ 平成 22年 度 え は、 ４ 号 、 ５ 号 又

末ま で 2.50% は 第 ７ 号 の 適
中小 企 業 再生 沖 縄 県 中 小 企 業 再 生 支 援 協 取 扱 用 を 受 け る 場
支 援 資 金 議 会 の 支 援 を 受 け 再 生 計 画 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 転・ 設 備 金 融 合 、 中 小 企 業

を 策 定 し た 中 小 企 業 者 、 協 8,000 10年 (1年 ) 機 関 再 生 支 援 資 金
同 組合 等 所 定 の う ち 、 同 法

金 利 同 条 同 項 各 号
原油 ・ 原 材料 原 油 ・ 原 材 料 等 の 仕 入 価 格 運 転 の み の 適 用 を 受 け
高 騰 対 策 の 高 騰 の 影 響 を 受 け 、 資 金 1,000 ７年 (1年 ) 2.20% る 場 合 は
支 援 資 金 繰 りが 厳 し く なっ てい る 0.55%

小 規模 企 業 者 た だ し 、 原 油
オ キ ナワ 県 内 に お い て 、 地 域 特 性 を 運 転 ・ 設 備併 せ て ・ 原 材 料 高 騰

産 型 産 業 振 生 か し た 比 較 優 位 性 の あ る 10,000 運 ･５ 年 (6ｶ月) 2.40% 対 策 支 援 資 金
業 興 貸 付 産 業 「 ｵｷﾅﾜ型 産 業 」 を 営 む (運 転 5,000) 設 ･７ 年 (1年 ) の 場 合 は 、
振 中 小企 業 者 、 協同 組合 等 (設 備 5,000) 0.45%
興 企 業 立地 自 由 貿 易 地 域 、 情 報 通 信 産 運 転 ・ 設 備併 せ て
資 推 進 貸付 業 特 別 地 区 等 に お い て 、 工 25,000 運 ･10年 (1年 )
金 場 、 事 業 所 等 を 設 置 し よ う (運 転 10,000) 設 ･15年 (3年 ) 2.50%

と す る 中 小 企 業 者 、 協 同 組
合 等

ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ ｬ ｰ 支 援 資 金 ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ ｬ ｰ ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽを 展 開 す る 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 ･５ 年 (6ｶ月) 2.40%
中 小 企 業 者 、 協 同 組 合 等 3,000 設 ･７ 年 (1年 )

創 業 者 支 援 資 金 独 立 ・ 開 業 を 行 う 者 又 は 運 転 ・ 設 備併 せ て 運 転・ 設 備 1 . 3 5 % 以 内 で
開 業 後 １ 年 未 満 の 事 業 者 1,000 ７ 年 (1年 ) 2.50% 裏 面 一 覧 表 に

定 め る 率
創 業 等 関 連 保
証 適 用 の 場 合
は 、 0.85%

※ 融 資条 件等 につ いて は 、年 度途 中で 変 更 する 場合 があ りま す 。

沖 縄 県 観 光 商 工 部 経 営 金 融 課



＜融資対象の内容＞

資 金 名 融 資 対 象 融資斡旋申込先 取扱金融機関
（認定等申込先）

短 一 般 貸 付 中小企業信用保険法施行令第１条に定める業種（以下「対象 →直接取扱金融機関へ 琉球銀行
期 業種」という。）に属し、県内において１年以上継続して同一 沖縄銀行
運 事業を営む中小企業者 沖縄海邦銀行
転 売掛債権担保貸付 対象業種に属し、県内において１年以上同一事業を営む中小 コザ信用金庫
資 企業者で、他の事業者等に売掛債権を保有する中小企業者 商工組合中央金庫
金
小 一 般 貸 付 対象業種に属し、県内において原則として１年以上引き続き 商工会 琉球銀行
規 同一事業を営んでいる小規模企業者 商工会議所 沖縄銀行
模 特 別 小 口 貸 付 対象業種に属し、県内において原則として１年以上引き続き 沖縄海邦銀行
企 同一事業を営んでいる小規模企業者で、次の各号の要件を備え 市町村商工担当課 コザ信用金庫
業 るもの
対 (1) 源泉所得税以外の所得税､事業税又は所得割のある県民税もしくは市
策 町村民税のいずれかについて、保証協会の保証委託申込みの日以前
資 の１年間に納期がきている税額を完納している者
金 (2) 当貸付に係る保証以外に保証協会から保証を受けていないもの
小 口 零 細 企 業 資 金 対象業種に属し、県内において原則として１年以上引き続き →直接取扱金融機関へ 琉球銀行

同一事業を営んでいる小規模企業者で次の各号の要件を備える 沖縄銀行
もの 沖縄海邦銀行
(1) 従業員２０人以下の会社及び個人（商業・サービス業は５人以下） コザ信用金庫
(2) この融資の保証を含め、既存の保証協会の保証付融資残高（根保証
においては融資極度額）と併せて1,250万円以下であること

経 営 振 興 資 金 対象業種に属し、県内において１年以上継続して同一事業を →直接取扱金融機関へ 琉球銀行
営む中小企業者、協同組合等で、経営の近代化、合理化を図る 沖縄銀行
もの 沖縄海邦銀行

コザ信用金庫
商工組合中央金庫

新事業分野進出資金 対象業種に属し、県内において３年以上（多角化を目的とす 県産業振興公社 琉球銀行
る場合は、1年以上）引き続き同一事業を営んでいる中小企業者、 商工会 沖縄銀行
協同組合等で、次のいずれかに該当し、新事業分野進出事業計 商工会議所 沖縄海邦銀行
画書に基づき新事業分野進出（事業転換・多角化）を行うもの コザ信用金庫
(1) 現在の事業を縮小（廃止を含む）し、事業転換を目的とし 商工組合中央金庫

て新たな事業を開始する場合（事業開始後６ヵ月を経過し
ていない者を含む）において、新たに開始する事業の売上
高が、開始から５年以内に全事業の売上高の１／２以上を
占めることが見込まれる者

(2) 多角化を目的として新たな事業を開始する場合（事業開始
後６ヵ月を経過していない者を含む）において、新たに開
始する事業の売上高が、開始から5年以内に全事業の売上高
の１／４以上を占めることが見込まれる者

雇 用 創 出 促 進 資 金 対象業種に属し、県内において１年以上継続して同一事業を 商工会 琉球銀行
営む中小企業者、協同組合等で、事業拡大や多角化計画に基づ 商工会議所 沖縄銀行
き、新たに常時使用する従業員を１名以上雇い入れようとする 沖縄海邦銀行
もの コザ信用金庫

商工組合中央金庫
組 一 般 貸 付 対象業種に属し、県内に主たる事務所を有する１年以上事業を 沖縄県中小企業団体 商工組合中央金庫
織 営む協同組合等及びその構成員 中央会
強 緊 急 貸 付 対象業種に属し、県内に主たる事務所を有する１年以上事業を
化 営む協同組合等及びその構成員で、中小企業信用保険法第２条
育 第４項第５号の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長
成 が認定した者のうち景気対応緊急保証制度を利用する者
資
金
観光リゾート振興資金 対象業種に属し、県内において１年以上継続して観光関連事 商工会 琉球銀行

業を営む中小企業者、協同組合等で、その資金使途が次のいず 商工会議所 沖縄銀行
れかに該当する施設を整備し、又は運営する者で、商工会又は 沖縄海邦銀行
商工会議所が地域の観光の振興に寄与すると認めたもの
１ 宿泊施設
２ スポーツ又はリクリェーション施設
３ 保養施設
４ 休憩食事施設
５ 観光土産品販売施設
６ その他特に観光の振興に寄与すると認められる施設

中小企業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 対象業種に属し、県内において１年以上継続して同一事業を １､２ 琉球銀行
営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当するもの →直接取扱金融機関へ 沖縄銀行
１ 最近３カ月又は６カ月の売上高が前年度同期比で３％以上 沖縄海邦銀行

減少している者 ３ コザ信用金庫
２ 倒産企業等に債権を有し、当該企業への取引依存度が10％ →市町村商工担当課 商工組合中央金庫

以上ある者
３ 中小企業信用保険法第２条第４項第３号、第４号、第５号

又は第７号の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長
が認定した者

中小企業再生支援資金 対象業種に属し、県内において３年以上継続して事業を営む 琉球銀行
中小企業者、協同組合等で、沖縄県中小企業再生支援協議会（以 沖縄県中小企業 沖縄銀行
下「協議会」という。）の再生計画策定指導を受け、協議会が 再生支援協議会 沖縄海邦銀行
その計画を適正であると決定したもの コザ信用金庫

商工組合中央金庫

【問い合わせ先】 沖縄県観光商工部経営金融課 098-866-2343
沖縄県信用保証協会経営支援課 098-863-5300
沖縄県産業振興公社経営支援課 098-859-6237
沖縄県中小企業団体中央会総務情報課 098-859-6120



資 金 名 融 資 対 象 融資斡旋申込先 取扱金融機関
（認定等申込先）

原 油 ・ 原 材 料 高 騰 対象業種に属し、県内において１年以上引き続き同一事業を 琉球銀行
対 策 支 援 資 金 営んでいる小規模企業者で原油・原材料等の仕入価格の高騰の 商工会 沖縄銀行

影響を受け、次のいずれかに該当するもので、商工会会長又は 商工会議所 沖縄海邦銀行
商工会議所会頭より認定を受けた者。 コザ信用金庫

（平成２２年度末まで） １（１）、（２）の各号の要件をすべて備えているもの。 商工組合中央金庫
（１）最近３か月又は６か月間の仕入価格（単価）が最近３年間の

いずれかの決算に比べて１０％以上、上昇していること。
（２）最近３か月間又は６か月間の売上高に対する売上原価の割合が

最近３年間のいずれかの決算に比べ１０％以上、増加していること。
２ 最近３か月間又は６か月間の平均売上高等が前年同期の月

平均売上高等に比して１０％以上、減少していること。
３ 最近３か月間又は６か月間の平均売上総利益率又は平均

営業利益率が前年同期の月平均売上総利益率又は月平均営業
利益率に比して１０％以上、減少していること。

産 オキナワ型産業振 対象業種に属し、県内において１年以上本県の地域特性を生 →直接取扱金融機関へ 琉球銀行
興貸付 かした比較優位性のある産業「オキナワ型産業」を営む中小企 沖縄銀行

業 業者、協同組合等で、次のいずれかに該当するもの 沖縄海邦銀行
１ 健康食品産業 ２ バイオ関連産業 コザ信用金庫

振 ３ 健康サービス産業 ４ 泡盛産業 商工組合中央金庫
５ 工芸産業 ６ 環境関連産業

興 企業立地推進貸付 対象業種に属し、自由貿易地域、特別自由貿易地域、産業高 （沖縄県経営金融課） 琉球銀行
度化地域における工業等団地、工場適地、情報通信産業特別地 沖縄銀行

資 区又は情報通信産業振興地域において、工場、事業所等を設置 沖縄海邦銀行
しようとする中小企業者、協同組合等で、沖縄県観光商工部経 コザ信用金庫

金 営金融課長より認定を受けたもの 商工組合中央金庫

ベンチャー支援資金 対象業種に属し、ベンチャービジネス等を新たに開業し、又 １､２→沖縄県新 琉球銀行
はベンチャービジネスの拡大を図る中小企業者、協同組合等で、 産業振興課 沖縄銀行
次のいずれかに該当するもの ３ 沖縄海邦銀行
１ 中小企業新事業活動促進法に基づき、知事の承認を受けた ○製造業重点分野 コザ信用金庫

者 支援補助金 商工組合中央金庫
２ 中小企業経営革新支援法に基づき、知事の承認を受けた者 →沖縄県商工振興課
３ 沖縄県製造業重点分野支援補助金又は中小企業・ベンチャ ○実用化研究開発

ー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業の補助金を受けた 事業補助金
者で既に製品開発を終了し、企業化の見通しのあるもの →沖縄総合事務局

４ 新製品、新技術等を自主開発し、沖縄県工業技術センター 地域経済課
所長の認定を受けた者 ４→県経営金融課

創 業 者 支 援 資 金 県内に居住し、県内で事業を開始しようとする者又は事業開 沖縄県産業振興公社 琉球銀行
始後一定期間を経過していない者で、商工会・商工会議所・県 沖縄県商工会連合会 沖縄銀行
中小企業支援センターの創業者支援資金創業計画作成指導を受 商工会 沖縄海邦銀行
け「創業者支援資金創業計画書」を作成した者であって、次の 商工会議所 コザ信用金庫
いずれかに該当する者。ただし、対象業種に限る。
１ 事業を開始しようとする者で、所要資金の30％以上を自己

資金で賄える者であって、次のいずれかに該当する者。
(1)事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で３

年以上の者
(2)商工会等の創業セミナーの受講を終了した者

２ 所要資金の20％以上を自己資金で賄える者で、次のいずれ
かに該当する者

(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始
から１年を経過していない者

(2)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から１年
を経過していない者

(3)中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続
して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始
する具体的計画を有する者、又は新たな会社設立から１年を
経過していない者

３ 事業を営んでいない個人であって、借入金額と同額以上の
自己資金を賄える者であり、次のいずれかに該当する者

(1)１ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2)２ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始

する具体的計画を有する者

１．必要添付書類
基本的に次の書類が必要です。資金によって必要書類が異なる場合もありますので、詳しくは沖縄県観光

商工部経営金融課（098-866-2343）までお問い合わせ下さい。
申込者本人 連帯保証人

① 事業税納税証明書（事業税の納税が到来していない場合は県民 ① 印鑑証明書
税及び市町村民税納税証明書） ② 資産評価証明書

② 最近２年間の受付印のある確定申告書の写し ③ 所得証明書
（法人は最近２年間の決算書） ④ 個人情報の提供に関する同意書

③ 定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)
（法人、協同組合等の場合）

④ 印鑑証明書
⑤ 資産評価証明書
⑥ 見積書、請求書等（設備資金の場合）
⑦ 許認可証の写し（許認可業種の場合）
⑧ 個人情報の提供に関する同意書
※ その他金融機関、保証協会が必要とする書類

２．担保、保証人等については、沖縄県信用保証協会経営支援課(098-863-5300)までお問い合わせ下さい。



＜保証料率一覧＞
区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

短期運 一般貸付 1.50% 1.40% 1.25% 1.10% 0.95% 0.90% 0.80% 0.60% 0.45%
転資金 売掛債権担保貸付 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43%
小規模 一般貸付 1.45% 1.35% 1.20% 1.05% 0.90% 0.85% 0.80% 0.60% 0.45%
企業対
策資金 特別小口貸付 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
小口零細企業資金 1.75% 1.60% 1.45% 1.30% 1.10% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50%
経営振興資金 1.50% 1.40% 1.25% 1.10% 0.95% 0.90% 0.80% 0.60% 0.45%
新事業分野進出資金 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
雇用創出促進資金 1.45% 1.35% 1.20% 1.05% 0.90% 0.85% 0.80% 0.60% 0.45%
組織強 一般貸付 1.45% 1.35% 1.20% 1.05% 0.90% 0.85% 0.80% 0.60% 0.45%
化育成
資 金 緊急貸付 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
観光リゾート振興資金 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
中小企業セーフティネット資金 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
中小企業セーフティネット資金 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
（経営安定関連保証適用）
中小企業セーフティネット資金 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
（景気対応緊急保証適用）
中小企業再生支援資金 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
中小企業再生支援資金 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
（経営安定関連保証適用）
原油・原材料高騰対策支援資金 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
産業振 オキナワ型産業振興貸付 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
興資金 企業立地推進貸付 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
ベンチャー支援資金 1.40% 1.30% 1.15% 1.00% 0.85% 0.80% 0.75% 0.60% 0.45%
創業者支援資金 1.35% 1.25% 1.10% 0.95% 0.80% 0.75% 0.70% 0.60% 0.45%
創業者支援資金 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
（創業等関連保証適用）

※ 上記保証料率については、保証申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書（直前の二期分の貸借対照表
及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書）その他の経営に関する情報を基に保証協会で決定します。

詳細については、沖縄県信用保証協会経営支援課にお問い合わせください。（０９８－８６３－５３００）
※ 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が作成した「中小企業の会計に関

する指針」に沿った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際し
て物的担保を提供する中小企業者については上記に掲げる保証料率より、それぞれ０．１０％割り引きます。ただし、
売掛債権担保貸付、特別小口貸付、緊急貸付、中小企業セーフティネット資金（経営安定関連・景気対応緊急保証適用）、
中小企業再生支援資金（経営安定関連保証適用）、創業者支援資金（創業等関連保証適用）については、中小企業の会計
に関する指針に沿った財務諸表を作成した中小企業者のみ割引の対象となります。

＜制度融資フロー図＞

※１ 市県商商中産 ①－２

①融資斡旋申込 町商 工小業 融資依頼

村工工会企振
商会 議業興
工連会所団公
担合 体社
当会 中
課 央

中 会 取 信
小 扱 用
企 金 ②保証依頼 保 県
業 ※２ 再商商産国市 融 証
者 ①認定等申込 生 工業・町 機 協

支工会振県村 関 会
援 議興関商

①－２ 協会所公係工
認定書等交付 議 社各担

会 課当
課

※３ ①融資申込 ③保証承諾

④融資実行

原 資 預 託
※１ 融資あっせん機関にあっせん申込みを行う資金

小規模企業対策資金、新事業分野進出資金、雇用創出促進資金、組織強化育成資金、観光リゾート振興資金、
創業者支援資金
注）雇用創出促進資金は、②保証依頼後、信用保証協会で審査し③保証承諾の見込みがついた時点で金融機関経由によ
り信用保証協会に対し、「雇用保険被保険者資格所得等確認通知書（事業主通知用）」の写しを提出していただきます。

※２ 融資対象者となるため認定等の申込みを行う資金
産業振興資金（企業立地推進貸付）、ベンチャー支援資金、中小企業再生支援資金、中小企業セーフティネット資金
（融資対象３の該当者）、原油・原材料高騰対策支援資金、組織強化育成資金（緊急貸付）

※３ 直接取扱金融機関へ申込みを行う資金
短期運転資金、経営振興資金、小口零細企業資金、産業振興資金（オキナワ型産業振興貸付）、中小企業セーフティ
ネット資金（融資対象１、２の該当者）
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